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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年３月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年２月２０日 １４時３０分ごろ 

発生場所 山形県鶴岡市鼠
ねず

ケ関
が せ き

港西方沖 

 鶴岡市所在の鼠ケ関灯台から真方位２５９°２.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３８°３３.１′ 東経１３９°２９.９′） 

事故調査の経過  平成２４年２月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 栄
えい

幸
こう

丸、６.６トン 

   ＮＧ２－２１２３（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.２７ｍ（Lr）×２.９５ｍ×１.２７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２８５kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５

８年８月２６日 

Ｂ 漁船 進
しん

栄
えい

丸、０.４トン 

   ＹＭ３－５０１５（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.６０ｍ（Lr）×１.４８ｍ×０.５０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、３０kＷ、平成１７年７月１１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 昭和４９年１２月２５日 

    免許証交付日 平成２１年６月９日 

           （平成２７年３月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 昭和５０年４月３日 

    免許証交付日 平成２０年８月５日 

           （平成２６年７月２９日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部喫水線下部外板に擦過傷 

Ｂ 船外機損傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、底引き網漁を終え、同網に入

った木の根などを捨てるため、鼠ケ関港西方の水深の浅い水域へ向
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け、５～６ノットの対地速力で手動操舵により北東進した。 

 船長Ａは、操舵室で目視及び１Ｍレンジに設定したレーダーによる

見張りを、甲板員Ａは、後部甲板の左舷側で中腰の姿勢で底引き網か

ら漁獲物を取り出す作業をそれぞれ行っていた。 

 船長Ａは、衝突の約５分前、手動操舵から自動操舵に切り換え、操

舵室を離れて後部甲板の右舷側に立ち、甲板員Ａと共に底引き網から

漁獲物を取り出す作業を始めた。 

 船長Ａは、漁獲物を取り出す作業に注意を向けて航行を続けていた

ところ、平成２４年２月２０日１４時３０分ごろ、鼠ケ関港西方沖に

おいて、Ａ船の船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、いか釣り漁のために鼠ケ関港を

出港した。 

Ｂ船はＡ船と衝突し、船長Ｂはその衝撃で海中に投げ出された。 

船長Ａは、衝撃を感じ、Ｂ船と衝突したことを知った。 

 船長Ａは、船長Ｂにロープを投げ、船長Ｂが自分でロープをつかん

だものの、そのまま動かなくなり、甲板員Ａと共にロープを手繰り寄

せて船長Ｂの体に回して結び、後部甲板に設置されたドラムを使って

Ａ船に引き揚げた。 

船長Ｂは、Ａ船が新潟県村上市寝屋漁港に帰港し、救急車で病院へ

搬送後、死亡が確認され、溺死であった。 

Ｂ船は、来援したＡ船の僚船により寝屋漁港へえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南～南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 西、波高 約１ｍ、海面水温 約１０℃ 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、底引き網に入った木の根などを漁場で投棄すれば、今

後、網を引く際に入ってしまうことがあるので、水深の浅い海域で投

棄していた。 

 Ａ船のレーダーには、接近警報機能が付いていなかった。 

 Ａ船には、操舵室と後部甲板の右舷側の２か所にクラッチ及びガバ

ナーのレバーが設置されていた。 

 Ｂ船は、本事故当時、錨を入れていなかった。 

 Ｂ船は、レーダーがなかった。 

 Ｂ船は、本事故当時、生けすにイカが５杯入っていた。 

 船長Ｂは、ふだんから１人で操業していた。 

 船長Ｂは、ジャージの上着及びもも引きの上に胴長を着用し、救命

胴衣を着用していた。 

 船長Ａの口述によれば、船長Ｂは、Ａ船に引き揚げた時には脈がな

かった。 

 船長Ｂは、高血圧症の持病があり、降圧剤を服用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

 Ａ船は、鼠ケ関港西方沖を北東進中、船長Ａが、底引き網から漁獲

物を取り出す作業に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったこ

とから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 船長Ｂは、溺死したため、Ｂ船の運航状況及び船長Ｂの行動につい

ては明らかにすることはできなかった。 

 船長Ｂは、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状

況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、鼠ケ関港西方沖において、北東進中のＡ船とＢ船とが衝

突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・見張りは、常時適切に行うこと。 

 

 




